
高速道路料金の割引対象路線図 参考

※※南阪奈道路の割引については、道路管理者の同意（協議）を経た上で、国土交通大臣の許可を得ることが前提となります。

車種区分 摘要
軽自動車
小型特殊自動車
小型二輪自動車
小型自動車
普通乗用自動車
けん引自動車が軽自動車等である連結車両（軽自動車＋１車軸けん引）
普通貨物自動車（車両総重量８トン未満かつ最大積載量５トン未満で３車軸以下）

乗合型自動車（乗車定員１１人以上２９人以下で車両総重量８トン未満）

けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両（軽自動車＋２車軸、普通車＋１車軸）
普通貨物自動車（車両総重量８トン以上または、最大積載量５トン以上で３車軸以下、及び車両総重量が車
両制限令第３条第１項第２号イに定める値以下かつ４車軸）

乗合型自動車（路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等）

けん引自動車が普通車、中型車、または大型車（２車軸）である連結車両（普通車＋２車軸）
普通貨物自動車（４車軸以上）　大型車に該当するものを除く

連結車両（他の車種区分に該当するものを除く）

大型特殊自動車
乗合型自動車（中型車・大型車に該当するものを除く）

特大車

※表は主な車種区分の摘要であり、詳細については、各高速道路会社にお問合せ下さい。

軽自動車等

普通車

中型車

大型車

※横浜横須賀道路及び新湘南バイパスは大都市近郊区間ですが、休日特別割引に限り、地方部と同じ割引が適用されます。


